
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 井
上
市
長
は
８
０
０
万
円
を
市
に
賠
償
せ
よ 

 
 

吹
田
市
議
会
が
太
陽
光
パ
ネ
ル
設
置
工
事

問
題
に
つ
い
て
３
月
３
日
に
出
さ
れ
た
１
０

０
条
委
員
会
の
調
査
報
告
書
を
全
会
一
致
で

可
決
し
ま
し
た
。
報
告
書
の
内
容
は
、
①
適
正

価
格
を
積
算
せ
ず
単
独
随
意
契
約
を
行
っ
た

結
果
、
市
場
価
格
を
少
な
く
と
も
８
０
０
万
円

上
回
る
金
額
で
契
約
し
た
。「
補
助
金
適
正
化
法
」
第
１
１
条
に
反
し

て
お
り
、
交
付
取
り
消
し
事
由
に
該
当
す
る
。
②
市
長
に
は
「
地
方

自
治
法
」
や
「
地
方
財
政
法
」
な
ど
の
法
令
に
従
い
、
誠
実
に
事
務

処
理
を
す
る
法
的
責
任
が
あ
る
。
③
不
適
切
な
補
助
金
執
行
に
よ
り
、

井
上
市
長
は
少
な
く
と
も
８
０
０
万
円
の
損
害
を
吹
田
市
に
与
え
た
。

よ
っ
て
市
長
個
人
が
そ
の
損
害
額
を
吹
田
市
に
賠
償
し
、
吹
田
市
は

国
に
返
還
す
る
べ
き
で
あ
る
。
④
重
要
な
契
約
が
、
事
前
に
市
長
の

了
解
を
得
ず
に
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
職

員
へ
の
説
明
を
求
め
た
が
、
市
長
の
関
与
が
あ
っ
た
と
い
う
証
言
は

得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
数
々
の
不
適
切
・
不
適
正
な

行
為
や
行
政
組
織
と
し
て
通
常
行
わ
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
が
な
ぜ
行

わ
れ
た
の
か
納
得
の
い
く
説
明
が
な
く
、
市
長
の
関
与
の
疑
惑
に
つ

い
て
は
払
し
ょ
く
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
も
の
で
す
。 

 

３
月
議
会
で
の
市
長
の
対
応
や
議
会
の
動
向
に
注
目
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。 

                           

伝
言
板 

 

納
税
緩
和
措
置
学
習
会 

 
 

パ
ン
フ
代
金
１
０
０
円 

３
月
24
日
（
月
）
昼
2
時
00
分 

３
月
25
日
（
火
）
夜
7
時
00
分 

終
了
後
、
国
税
、
住
民
税
、
国
保
料
の
減

免
・
分
納
の
事
前
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。 

26
日
の
市
役
所
の
相
談
会
、
28
日
の
国

税
相
談
会
は
、
こ
の
学
習
会
・
事
前
相
談

会
に
参
加
さ
れ
た
方
が
優
先
で
す
。 

 

住
民
税
、
国
保
料
の
減
免
・
分
納
相
談
会
（
要
予
約
） 

3
月
26
日
（
水
）
昼
2
時
00
分 

市
役
所
ロ
ビ
ー
集
合 

 

国
税
分
納
相
談
会
（
要
予
約
）
、
消
費
税
申
告 

3
月
28
日
（
金
）
昼
2
時
00
分 

 

メ
ロ
ー
ド
前
集
合 

第
3
回
吹
田
夜
の
街
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ 

 
 

Ｎ
江
坂 

3
月
27
日
（
木
）
夜
6
時
15
分 

サ
ニ
ー
ス
ト
ン
ホ
テ
ル
集
合 

申
し
込
み
の
締
め
切
り
は
3
月
24
日
で
す
。 


